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地 域 再 生 計 画 変 更 新 旧 対 照 表 

変  更  前 変  更  後 
 
５－１ 全体の概要 
   公共下水道事業は、現認可区域のうち、新田処理区の全域（尾島第 3 処
理分区を除く）および西邑楽処理区の一部（太田第 2 処理分区、太田第 4 処
理分区の一部）を対象として、管渠整備を行う。 
浄化槽事業については、設置者の申請に基づき設置費補助を行なう（個人

設置型）ほか、平成 18年度より只上町一区を浄化槽（市町村設置型）事業地
区に指定すると共に、農業集落排水事業前小屋地区の整備を行なう。 
これらにより、汚水処理施設整備交付金の有効な活用を図り、汚水処理人

口普及率の向上による公共用水域の水質保全を図る。 

 
５－１ 全体の概要 
下水道事業は、公共下水道として現認可区域のうち、新田処理区の全域（尾

島第 3処理分区を除く）および西邑楽処理区の一部（太田第 2処理分区，太田
第 4処理分区の一部）を対象に管渠整備を行い、農業集落排水は、前小屋地区
の整備を行う。 
浄化槽事業については、設置者の申請に基づき設置費補助を行なう個 
人設置型（他の汚水処理事業による整備地区を除く区域）と、地区を設

定する市町村設置型（只上町一区地区）が計画されているが、平成 19
年度より花香塚地区を市町村設置型浄化槽事業区域に追加し、更なる汚

水処理施設整備交付金の有効な活用を図り、汚水処理人口普及率の向上による

公共用水域の水質保全を図る。 
 

５－２ 法第四章の特別の措置を適用して行う事業 
［事業区域］ 
 ・浄化槽（市町村設置型） 太田市只上町一区地区 
 
［整備量］ 
 ・公共下水道      φ150～400   30,718ｍ 
 ・浄化槽        3,466基 
・農業集落排水     φ150 11,050ｍ 
 なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 
 ・公共下水道   新田処理区  9,290人 

５－２ 法第四章の特別の措置を適用して行う事業 
［事業区域］ 
 ・浄化槽（市町村設置型） 太田市只上町一区及び花香塚地区 
 
［整備量］ 
 ・公共下水道      φ150～400   30,718ｍ 
 ・浄化槽        3,158基 
・農業集落排水     φ150 11,050ｍ 
 なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 
 ・公共下水道   新田処理区  9,290人 
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変  更  前 変  更  後 
西邑楽処理区 1,520人 

・浄化槽（個人設置型）      9,261人 
・浄化槽（市町村設置型）     502人 
 ・農業集落排水                1,020人（末端施設の整備の対象人口） 
 
［事業費］ 
・公共下水道          事業費 3,446,000千円（うち、交付金 1,723,000千円）
・浄化槽（個人設置型）  事業費  761,508千円（うち、交付金 253,836千円） 
・浄化槽（市町村設置型）事業費  210,624千円（うち、交付金  70,208千円） 
・農業集落排水     事業費 1,536,424千円（うち、交付金  768,212千円）

 
合  計          事業費 5,954,556千円（うち、交付金 2,815,256千円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西邑楽処理区 1,520人 
・浄化槽（個人設置型）     8,036人 
・浄化槽（市町村設置型）     833人 
 ・農業集落排水              1,530人（末端施設の整備の対象人口） 
 
［事業費］ 
・公共下水道         事業費 3,427,882千円（うち、交付金 1,713,941千円） 
・浄化槽（個人設置型）事業費  654,958千円（うち、交付金 218,319千円） 
・浄化槽（市町村設置型）事業費 335,292千円（うち、交付金 111,764千円） 
・農業集落排水      事業費 1,536,424千円（うち、交付金  768,212千円） 

 
合  計          事業費 5,954,556千円（うち、交付金 2,812,236千円） 

 

 


